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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記工程（Ａ）～（Ｃ）を有することを特徴とする、主相がフェライトであり第二相に
低温変態生成相を含む金属組織を備える冷延鋼板の製造方法：
（Ａ）質量％で、Ｃ：０．０１０％超０．１０％未満、Ｓｉ：０．１０％超２．０％以下
、Ｍｎ：１．５０％以上３．５０％以下、Ｐ：０．１０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
ｓｏｌ．Ａｌ：０．１０％以下およびＮ：０．０１０％以下を含有する化学組成を有する
スラブに、Ａｒ３点以上の温度域で圧延を完了する熱間圧延を施して熱延鋼板となし、前
記熱延鋼板を前記圧延の完了後０．４秒間以内に７２０℃以下の温度域まで冷却し、４０
０℃以上の温度域で巻取る熱間圧延工程；
（Ｂ）前記熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧延工程；および
（Ｃ）前記冷延鋼板に（Ａｃ３点－４０℃）以上の温度域で均熱処理を施す焼鈍工程。
【請求項２】
　前記工程（Ｃ）において、前記均熱処理の後に１０℃／ｓ未満の冷却速度で５０℃以上
冷却することを特徴とする請求項１に記載の冷延鋼板の製造方法。
【請求項３】
　前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｔｉ：０．０４０％未満、Ｎｂ：０．０３０％未
満およびＶ：０．５０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有するも
のであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の冷延鋼板の製造方法。
【請求項４】
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　前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０．５０％以下およ
びＢ：０．０１０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有するもので
あることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の冷延鋼板の製造方法。
【請求項５】
　前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ：０．０１０％以
下、ＲＥＭ：０．０５０％以下およびＢｉ：０．０５０％以下からなる群から選択される
１種または２種以上を含有するものであることを特徴とする請求項１から請求項４のいず
れかに記載の冷延鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷延鋼板の製造方法に関する。より詳しくは、本発明は、プレス加工等によ
り様々な形状に成形して利用される高張力冷延鋼板の製造方法、特に、延性と伸びフラン
ジ性とに優れた高張力冷延鋼板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業技術分野が高度に分業化した今日、各技術分野において用いられる材料には、特殊
かつ高度な性能が要求されている。例えば、プレス成形して使用される冷延鋼板について
も、プレス形状の多様化に伴い、より優れた成形性が必要とされている。また、高い強度
が要求されるようになり、高張力冷延鋼板の適用が検討されている。特に、自動車用鋼板
に関しては、地球環境への配慮から、車体を軽量化して燃費を向上させるために、薄肉高
成形性高張力冷延鋼板の需要が著しく高まってきている。プレス成形においては、使用さ
れる鋼板の厚さが薄いほど、割れやしわが発生しやすくなるため、より延性や伸びフラン
ジ性に優れた鋼板が必要とされる。しかし、これらのプレス成形性と鋼板の高強度化とは
、背反する特性であり、これらの特性を同時に満足させることは困難である。
【０００３】
　これまでに、高張力冷延鋼板のプレス成形性を改善する方法として、ミクロ組織の微細
粒化に関する技術が多く提案されている。例えば特許文献１には、熱間圧延工程において
Ａｒ３点近傍の温度域で合計圧下率８０％以上の圧延を行う、極微細粒高強度熱延鋼板の
製造方法が開示されており、特許文献２には、熱間圧延工程において、圧下率４０％以上
の圧延を連続して行う、超細粒フェライト鋼の製造方法が開示されている。
【０００４】
　しかし、これらの技術の様に熱間圧延工程で大圧下を行う方法は、圧延機へ過度の負荷
がかかるため、工業的生産に適用することは困難である。また、冷延鋼板を微細粒化する
方法については何ら記載されておらず、本発明者らの検討によると、大圧下圧延によって
得られた細粒熱延鋼板を母材として、冷間圧延および焼鈍を行うと結晶粒が容易に粗大化
し、プレス成形性に優れた冷延鋼板を得ることが困難である。特に、Ａｃ１点以上の高温
域で焼鈍することが必要な、フェライトと低温変態生成相からなる金属組織を有する二相
組織冷延鋼板の製造においては、結晶粒の粗大化が顕著であり、延性に優れるという二相
組織冷延鋼板の利点を享受することができない。
【０００５】
　特許文献３には、熱間圧延工程において、動的再結晶域での圧下を５スタンド以上の圧
下パスで行う、超微細粒を有する熱延鋼板の製造方法が開示されている。しかし、熱間圧
延時の温度低下を極度に低減させる必要があり、通常の熱間圧延設備で実施することは困
難である。また、熱間圧延後、冷間圧延および焼鈍を行った例が示されているが、引張強
度と穴拡げ性のバランスが悪く、プレス成形性が不十分である。
【０００６】
　冷延鋼板を微細粒化する方法に関しては、特許文献４に、ＴｉまたはＮｂを多量に含有
させ、焼鈍工程でフェライトを細粒化する技術が開示されている。微細なフェライト中に
マルテンサイトやベイナイトが分散する二相組織鋼板が得られ、降伏比が低く形状凍結性
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が改善され、さらに、強度と延性のバランスおよび強度と伸びフランジ性のバランスのい
ずれかを向上させることができるとされているが、延性と伸びフランジ性の双方を同時に
確保することは困難である。また、ＴｉおよびＮｂの添加により製造コストが上昇するば
かりか、高温で焼鈍するとオーステナイト粒が粗大化するために焼鈍の適正温度範囲が狭
く、製造安定性を確保し難い。
【０００７】
　特許文献５には、冷間圧延後にＡｅ１点以上Ａｅ３点以下の温度に加熱した後急冷する
前処理を少なくとも１回施し、さらにＡｅ１点以上Ａｅ３点以下の温度に保持し急冷する
焼鈍を行い、二相型高張力鋼板を微細粒化する方法が開示されており、特許文献６には、
熱延鋼板に６００℃以上Ａｃ１点以下の熱処理を施した後、冷延および焼鈍を行い、二相
型高張力鋼板を微細粒化する方法が開示されている。これらの方法では、前処理または熱
処理を行う工程が追加されるため、生産性の劣化および製造上コストの上昇が著しい。
【０００８】
　特許文献７には、熱間圧延直後に７２０℃以下まで急冷し６００～７２０℃の温度域に
２秒間以上保持し、得られた熱延鋼板に冷間圧延および焼鈍を施す、粒度分布の小さい微
細粒組織を有する冷延鋼板の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５８－１２３８２３号公報
【特許文献２】特開昭５９－２２９４１３号公報
【特許文献３】特開平１１－１５２５４４号公報
【特許文献４】特開２００４－２５０７７４号公報
【特許文献５】特開２００４－２３２０２２号公報
【特許文献６】特開２００５－２１３６０３号公報
【特許文献７】国際公開第２００７／１５５４１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述の特許文献７において開示される技術は、熱間圧延終了後、オーステナイトに蓄積
された加工歪みを解放させず、加工歪みを駆動力としてフェライト変態させることにより
、粒径分布の小さい微細粒組織が形成され、優れた延性および熱的安定性が得られる優れ
た発明である。しかし、本発明者らが検討を重ねた結果、鋼の化学組成および製造条件に
よっては、冷間圧延および焼鈍後に、高い強度と良好な延性と良好な伸びフランジ性を同
時に確保することができない場合があることが判明した。
【００１１】
　本発明は、そのような問題点を解決するためになされたものであり、さらに具体的には
その課題は、優れた延性および伸びフランジ性を有する高張力冷延鋼板の製造方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、高張力冷延鋼板の機械特性に及ぼす化学組成および製造条件の影響につ
いて詳細な調査を行った。なお、本明細書において、化学組成における各元素の含有量に
おける「％」とはすべて質量％を意味する。
【００１３】
　一連の供試鋼は、質量％で、Ｃ：０．１０％未満、Ｓｉ：２．０％以下、Ｍｎ：１．５
０％以上３．５０％以下、Ｐ：０．１０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、ｓｏｌ．Ａｌ：
０．１０％以下、Ｎ：０．０１０％以下、残部Ｆｅおよび不純物からなる化学組成を有す
るものであった。
【００１４】
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　このような化学組成を有するスラブを、１２００℃に加熱した後、Ａｒ３点以上の温度
範囲で板厚２．０ｍｍまで熱間圧延し、熱間圧延後、種々の冷却条件で７２０℃以下の温
度域まで冷却し、５～１０秒間空冷した後、９０℃／ｓ以下の冷却速度で種々の温度まで
冷却してこれを巻取温度とし、同温度に保持された電気加熱炉中に装入して３０分間保持
した後、２０℃／ｈの冷却速度で炉冷却して巻取後の徐冷をシミュレートした。得られた
熱延鋼板を酸洗し、５０％の圧延率で板厚１．０ｍｍまで冷間圧延した。連続焼鈍シミュ
レーターを用いて、得られた冷延鋼板を種々の温度に加熱し、９５秒間保持する均熱処理
を施した後、種々の条件で冷却する焼鈍を施した。
【００１５】
　上記焼鈍を施した冷延鋼板から、組織観察用試験片を採取し、圧延方向に平行な縦断面
を研磨した後、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置
において金属組織を観察した。また、圧延方向に平行に引張試験片を採取して引張試験を
行った。さらに、伸びフランジ性を穴拡げ試験により評価した。穴拡げ試験では、クリア
ランス１２．５％で直径１０ｍｍの打ち抜き穴を開け、先端角６０°の円錐ポンチで打ち
抜き穴を押し拡げ、板厚を貫通する割れが発生したときの穴の拡大率を測定した。
【００１６】
　これらの予備試験の結果、次の（Ａ）ないし（Ｆ）のような知見を得た。
　（Ａ）熱間圧延直後に水冷により急冷するいわゆる直後急冷プロセスを経て製造された
熱延鋼板、具体的には、熱間圧延完了から０．４秒間以内に７２０℃以下の温度域まで急
冷して製造された熱延鋼板を、冷間圧延し焼鈍すると、焼鈍温度の上昇に伴い、冷延鋼板
の延性および伸びフランジ性が向上するが、焼鈍温度が高すぎると、オーステナイト粒が
粗大化し、冷延鋼板の延性および伸びフランジ性が急激に劣化する場合がある。
【００１７】
　（Ｂ）直後急冷後の巻取工程において、巻取温度を上昇させると、冷間圧延後高温で焼
鈍した際、オーステナイト粒の粗大化が抑制される。この理由は明らかではないが、（ａ
）巻取温度の上昇に伴い、熱延鋼板中の鉄炭化物の析出量が増加すること、（ｂ）鉄炭化
物は、焼鈍中、フェライトからオーステナイトへの変態における核生成サイトとして機能
するため、鉄炭化物の析出量が多いほど核生成頻度が上昇し、オーステナイトが細粒化す
ること、（ｃ）未固溶の鉄炭化物は、オーステナイトの粒成長を抑制するため、オーステ
ナイトが細粒化すること、に起因すると推定される。
【００１８】
　（Ｃ）巻取温度の上昇に伴うオーステナイト粒の粗大化防止効果は、鋼中のＳｉ含有量
が多いほど強くなる。この理由は明らかではないが、（ａ）Ｓｉ含有量の増加に伴い、鉄
炭化物が微細化し数密度が増すこと、（ｂ）これにより、フェライトからオーステナイト
への変態における核生成頻度がさらに上昇すること、（ｃ）また、未固溶鉄炭化物による
粒成長抑制が強くなること、に起因すると推定される。
【００１９】
　（Ｄ）オーステナイト粒の粗大化を抑制しながら（Ａｃ３点－４０℃）以上の温度域で
均熱して冷却すると、微細なフェライトを主相とし第二相として低温変態生成相が微細に
分散する金属組織が得られる。この理由は明らかではないが、（ａ）フェライト→オース
テナイト→フェライト変態を経て生成したフェライトは、オーステナイト化以前のフェラ
イトより微細化すること、（ｂ）未固溶鉄炭化物は、フェライトの粒成長も抑制すること
、に起因すると推定される。
【００２０】
　（Ｅ）この様な金属組織を有する冷延鋼板は、高強度でありながら良好な延性および良
好な伸びフランジ性を示す。
　（Ｆ）さらに、上記均熱後の一定温度域の冷却を徐冷にすることにより、より一層良好
な延性および良好な伸びフランジ性が得られる。
【００２１】
　以上の結果から、Ｓｉを一定量以上含有させた鋼を熱間圧延した後に直後急冷し、高温
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でコイル状に巻取り、冷間圧延し、（Ａｃ３点－４０℃）以上の温度で均熱して冷却する
ことにより、主相がフェライトであり第二相に低温変態生成相を含む組織を備え、延性お
よび伸びフランジ性に優れた冷延鋼板を製造することができる。
【００２２】
　以上の知見に基づき完成された本発明は次のとおりである。
　（１）下記工程（Ａ）～（Ｃ）を有することを特徴とする、主相がフェライトであり第
二相に低温変態生成相を含む金属組織を備える冷延鋼板の製造方法：
（Ａ）質量％で、Ｃ：０．０１０％超０．１０％未満、Ｓｉ：０．１０％超２．０％以下
、Ｍｎ：１．５０％以上３．５０％以下、Ｐ：０．１０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
ｓｏｌ．Ａｌ：０．１０％以下およびＮ：０．０１０％以下を含有する化学組成を有する
スラブに、Ａｒ３点以上の温度域で圧延を完了する熱間圧延を施して熱延鋼板となし、前
記熱延鋼板を前記圧延の完了後０．４秒間以内に７２０℃以下の温度域まで冷却し、４０
０℃以上の温度域で巻取る熱間圧延工程；
（Ｂ）前記熱延鋼板に冷間圧延を施して冷延鋼板とする冷間圧延工程；および
（Ｃ）前記冷延鋼板に（Ａｃ３点－４０℃）以上の温度域で均熱処理を施す焼鈍工程。
【００２３】
　（２）前記工程（Ｃ）において、前記均熱処理の後に１０℃／ｓ未満の冷却速度で５０
℃以上冷却することを特徴とする上記（１）に記載の冷延鋼板の製造方法。
【００２４】
　（３）前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｔｉ：０．０４０％未満、Ｎｂ：０．０３
０％未満およびＶ：０．５０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有
するものであることを特徴とする上記（１）または上記（２）に記載の冷延鋼板の製造方
法。
【００２５】
　（４）前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０．５０％以
下およびＢ：０．０１０％以下からなる群から選択される１種または２種以上を含有する
ものであることを特徴とする上記（１）から上記（３）のいずれかに記載の冷延鋼板の製
造方法。
【００２６】
　（５）前記化学組成が、さらに、質量％で、Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ：０．０１
０％以下、ＲＥＭ：０．０５０％以下およびＢｉ：０．０５０％以下からなる群から選択
される１種または２種以上を含有するものであることを特徴とする上記（１）から上記（
４）のいずれかに記載の冷延鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、プレス成形などの加工に適用できる十分な延性および伸びフランジ性
を有する高張力冷延鋼板が得られる。本発明は自動車の車体軽量化を通じて地球環境問題
の解決に寄与できるなど産業の発展に寄与するところ大である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明に係る高張力冷延鋼板における金属組織、化学組成およびその鋼板を効率的、安
定的かつ経済的に製造しうる製造方法における圧延、焼鈍条件等について以下に詳述する
。
【００２９】
　１．金属組織
　本実施の形態の高張力冷延鋼板は、主相が微細なフェライトであり第二相に低温変態生
成相を含む複合組織を有する。これは、延性を損なうことなく高強度化するのに好適であ
るからである。ここで、低温変態生成相とは、マルテンサイトやベイナイト等といった低
温変態により生成される相および組織をいう。これら以外に、アシキュラーフェライト、
ベイニティックフェライトや焼戻しマルテンサイトが例示される。この低温変態生成相は
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、２種以上の相および組織、例えば、マルテンサイトとベイナイトとを含んでいてもよい
。なお、主相とは体積率が最大である相または組織を意味し、第二相とは主相以外の相お
よび組織を意味する。低温変態生成相が２種以上の相および組織を含む場合は、これらの
相および組織の体積率の合計を低温変態生成相の体積率とする。
【００３０】
　延性および伸びフランジ性を向上させるために、フェライトの体積率は８０．０％以上
であることが好ましい。さらに好ましくは８５．０％以上、特に好ましくは９０．０％以
上である。一方、フェライトの体積率が過剰であると引張強度が低下する。したがって、
フェライトの体積率は９８．０％未満であることが好ましい。さらに好ましくは９５．０
％未満、特に好ましくは９２．０％未満である。また、延性および伸びフランジ性をさら
に向上させるためには、フェライトの平均結晶粒径を５．０μｍ未満とすることが好まし
い。さらに好ましくは４．０μｍ未満、特に好ましくは３．０μｍ未満である。
【００３１】
　引張強度を高めるために、低温変態生成相の体積率は２．０％超であることが好ましい
。さらに好ましくは４．０％超、特に好ましくは６．０％超である。一方、低温変態生成
相の体積率が過剰であると延性および伸びフランジ性の低下が著しくなる。したがって、
低温変態生成相の体積率は２０．０％未満であることが好ましい。さらに好ましくは１５
．０％未満、特に好ましくは１０．０％未満である。
【００３２】
　延性および形状凍結性を向上させるために、低温変態生成相はマルテンサイトを含むこ
とが好ましい。この場合、組織全体に占めるマルテンサイトの体積率は１．０％超とする
ことが好ましく、２．０％超とすることがさらに好ましく、３．０％超とすることが特に
好ましい。一方、マルテンサイトの体積率が過剰になると伸びフランジ性が劣化する。こ
のため、組織全体に占めるマルテンサイト相の体積率は１５．０％未満とすることが好ま
しく、１０．０％未満とすることがさらに好ましい。
【００３３】
　伸びフランジ性を向上させるために、低温変態生成相はベイナイトを含むことが好まし
い。この場合、組織全体に占めるベイナイトの体積率は１．０％超とすることが好ましく
、２．０％超とすることがさらに好ましく、３．０％超とすることが特に好ましい。一方
、ベイナイトの体積率が過剰になると延性および形状凍結性が劣化する。このため、組織
全体に占めるベイナイトの体積率は１５．０％未満とすることが好ましく、１０．０％未
満とすることがさらに好ましい。
【００３４】
　第二相としては、低温変態生成相以外に残留オーステナイトを含んでいてもよい。残留
オーステナイトが含まれると延性が向上する。しかしながら、残留オーステナイトの体積
率が過剰になると伸びフランジ性が劣化する。このため、残留オーステナイトの体積率は
、１５．０％未満であることが好ましく、１０．０％未満であればさらに好ましく、８．
０％未満であれば特に好ましい。残留オーステナイトによる延性向上作用をより確実に得
るには、残留オーステナイトの体積率を１．０％超とすることが好ましく、２．０％超と
することがさらに好ましく、３．０％超とすることが特に好ましい。
【００３５】
　なお、本実施の形態では、冷延鋼板の場合は鋼板表面から板厚の１／４深さ位置、めっ
き鋼板の場合は基材である鋼板とめっき層との境界から基材である鋼板の板厚の１／４深
さ位置において、上述の金属組織を規定する。
【００３６】
　以上の金属組織上の特徴に基づいて実現されうる機械特性として、本実施の形態の鋼板
は、衝撃吸収性を確保するために、引張強度（ＴＳ）は５９０ＭＰａ以上であることが好
ましく、７８０ＭＰａ以上であればさらに好ましい。また、延性を確保するために、ＴＳ
は１１８０ＭＰａ未満であることが好ましく、９８０ＭＰａ未満であればさらに好ましい
。また、プレス成形性の観点から、鋼板の全伸びをＥｌ、日本鉄鋼連盟規格ＪＦＳＴ１０
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０１に準拠して測定される穴拡げ率をλとしたとき、ＴＳ２×Ｅｌ×λの値が９．０×１
０８ＭＰａ２％２以上であることが好ましく、１．０×１０９ＭＰａ２％２以上であるこ
とはさらに好ましく、１．１×１０９ＭＰａ２％２以上であれば特に好ましい。形状凍結
性の観点からは、降伏比が８０％未満であることが好ましく、７５％未満であることはさ
らに好ましく、７０％未満であれば特に好ましい。
【００３７】
　２．鋼の化学組成
　Ｃ：０．０１０％超０．１０％未満
　Ｃ含有量が０．０１０％以下では上記の金属組織を得ることが困難となる。したがって
、Ｃ含有量は０．０１０％超とする。好ましくは０．０２０％超、さらに好ましくは０．
０３０％超、特に好ましくは０．０４％超である。一方、Ｃ含有量が０．１０％以上では
、上記の金属組織が得られにくくなるばかりか、鋼板の伸びフランジ性が損なわれ、溶接
性も劣化する。したがって、Ｃ含有量は０．１０％未満とする。好ましくは０．０８％未
満、さらに好まくは０．０６％未満、特に好ましくは０．０５％未満である。
【００３８】
　Ｓｉ：０．１０％超２．０％以下
　Ｓｉは、焼鈍中のオーステナイト粒成長抑制を通じ、延性および伸びフランジ性を改善
する作用を有する。Ｓｉ含有量が０．１０％以下では上記作用による効果を得ることが困
難となる。したがって、Ｓｉ含有量は０．１０％超とする。好ましくは０．２５％超、さ
らに好ましくは０．５０％超、特に好ましくは０．６０％超である。一方、Ｓｉ含有量が
２．０％超では鋼板の表面性状が劣化する。さらに、化成処理性およびめっき性が著しく
劣化する。したがって、Ｓｉ含有量は２．０％以下とする。好ましくは１．５０％以下、
さらに好ましくは１．２５％以下、特に好ましくは１．００％未満である。
【００３９】
　Ｍｎ：１．５０％以上３．５０％以下
　Ｍｎは、鋼の焼入性を向上させる作用を有し、上記の金属組織を得るのに有効な元素で
ある。Ｍｎ含有量が１．５０％未満では上記の金属組織を得ることが困難となる。したが
って、Ｍｎ含有量は１．５０％以上とする。好ましくは２．１０％超、さらに好ましくは
２．２０％超、特に好ましくは２．３０％超である。一方、Ｍｎ含有量が３．５０％超で
は、フェライトの体積率が過小となって延性が劣化するばかりか、Ｍｎの偏析により曲げ
性が損なわれ、さらには、素材コストの上昇を招く。したがって、Ｍｎ含有量は３．５０
％以下とする。好ましくは３．００％未満、さらに好ましくは２．７０％未満、特に好ま
しくは２．５０％未満である。
【００４０】
　Ｐ：０．１０％以下
　Ｐは、不純物として鋼中に含有される元素であり、粒界に偏析して鋼を脆化させる。こ
のため、Ｐ含有量は少ないほど好ましい。したがって、Ｐ含有量は０．１０％以下とする
。好ましくは０．０２０％未満であり、さらに好ましくは０．０１５％未満である。
【００４１】
　Ｓ：０．０１０％以下
　Ｓは、不純物として鋼中に含有される元素であり、硫化物系介在物を形成して伸びフラ
ンジ性を劣化させる。このため、Ｓ含有量は少ないほど好ましい。したがって、Ｓ含有量
は０．０１０％以下とする。好ましくは０．００５％以下、さらに好ましくは０．００３
％未満、特に好ましくは０．００１％以下である。
【００４２】
　ｓｏｌ．Ａｌ：０．１０％以下
　Ａｌは、溶鋼を脱酸する作用を有する。本発明においては、Ａｌと同様に脱酸作用を有
するＳｉを含有させるため、Ａｌは必ずしも含有させる必要はない。脱酸目的で含有させ
る場合には、ｓｏｌ．Ａｌとして０．１０％を超えて含有させても効果が飽和して不経済
となるため、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．１０％以下とする。好ましくは０．０５％以下で
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あり、さらに好ましくは０．０２％以下である。Ａｌによる脱酸作用による効果をより確
実に得るには、ｓｏｌ．Ａｌ含有量は０．００５％以上とすることが好ましい。
【００４３】
　Ｎ：０．０１０％以下
　Ｎは、不純物として鋼中に含有される元素であり、延性を劣化させる。このため、Ｎ含
有量は少ないほど好ましい。したがって、Ｎ含有量は０．０１０％以下とする。好ましく
は０．００６％以下であり、さらに好ましくは０．００５％以下である。
【００４４】
　本実施の形態に係る鋼板は、以下に列記する元素を任意元素として含有してもよい。
　Ｔｉ：０．０４０％未満、Ｎｂ：０．０３０％未満およびＶ：０．５０％以下からなる
群から選択される１種または２種以上
　Ｔｉ、ＮｂおよびＶは、炭化物または窒化物として析出し、焼鈍中のオーステナイトの
粗大化を抑制し、延性および伸びフランジ性を向上させる作用を有する。したがって、こ
れらの元素の１種または２種以上を含有させてもよい。しかしながら過剰に含有させても
上記作用による効果が飽和して不経済となる。そればかりか、再結晶温度が上昇し、冷延
鋼板の金属組織が不均一化し、伸びフランジ性も損なわれる。さらには、炭化物または窒
化物の析出量が増し、降伏比が上昇し、形状凍結性も劣化する。したがって、Ｔｉ含有量
は０．０４０％未満、Ｎｂ含有量は０．０３０％未満、Ｖ含有量は０．５０％以下とする
。Ｔｉ含有量は好ましくは０．０２５％未満、さらに好ましくは０．０２０％未満であり
、Ｎｂ含有量は好ましくは０．０２０％未満、さらに好ましくは０．０１５％以下であり
、Ｖ含有量は好ましくは０．３０％以下である。上記作用による効果をより確実に得るに
は、Ｔｉ：０．００５％以上、Ｎｂ：０．００５％以上およびＶ：０．０１０％以上のい
ずれかを満足させることが好ましい。Ｔｉを含有させる場合には、Ｔｉ含有量を０．０１
０％以上とすることがさらに好ましく、Ｎｂを含有させる場合には、Ｎｂ含有量を０．０
１０％以上とすることがさらに好ましい。
【００４５】
　Ｃｒ：１．０％以下、Ｍｏ：０．５０％以下およびＢ：０．０１０％以下からなる群か
ら選択された１種または２種以上
　Ｃｒ、ＭｏおよびＢは、鋼の焼入性を向上させる作用を有し、上記の金属組織を得るの
に有効な元素である。したがって、これらの元素の１種または２種以上を含有させてもよ
い。しかしながら、過剰に含有させても上記作用による効果が飽和して不経済となる。し
たがって、Ｃｒ含有量は１．０％以下、Ｍｏ含有量は０．５０％以下、Ｂ含有量は０．０
１０％以下とする。Ｃｒ含有量は好ましくは０．５０％以下であり、Ｍｏ含有量は好まし
くは０．２０％以下であり、Ｂ含有量は好ましくは０．００３０％以下である。上記作用
による効果をより確実に得るには、Ｃｒ：０．２０％以上、Ｍｏ：０．０５％以上および
Ｂ：０．００１０％以上のいずれかを満足させることが好ましい。
【００４６】
　Ｃａ：０．０１０％以下、Ｍｇ：０．０１０％以下、ＲＥＭ：０．０５０％以下および
Ｂｉ：０．０５０％以下からなる群から選択された１種または２種以上
　Ｃａ、ＭｇおよびＲＥＭは介在物の形状を調整することにより、Ｂｉは凝固組織を微細
化することにより、ともに伸びフランジ性を改善する作用を有する。したがって、これら
の元素の１種または２種以上を含有させてもよい。しかしながら、過剰に含有させても上
記作用による効果が飽和して不経済となる。したがって、Ｃａ含有量は０．０１０％以下
、Ｍｇ含有量は０．０１０％以下、ＲＥＭ含有量は０．０５０％以下、Ｂｉ含有量は０．
０５０％以下とする。好ましくは、Ｃａ含有量は０．００２０％以下、Ｍｇ含有量は０．
００２０％以下、ＲＥＭ含有量は０．００２０％以下、Ｂｉ含有量は０．０１０％以下で
ある。上記作用をより確実に得るには、Ｃａ：０．０００５％以上、Ｍｇ：０．０００５
％以上、ＲＥＭ：０．０００５％以上およびＢｉ：０．００１０％以上のいずれかを満足
させることが好ましい。なお、ＲＥＭとは希土類元素を意味し、Ｓｃ、Ｙおよびランタノ
イドの合計１７元素の総称であり、ＲＥＭ含有量はこれらの元素の合計含有量である。
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【００４７】
　３．製造条件
　上述した化学組成を有する鋼は、公知の手段により溶製された後に、連続鋳造法により
鋼塊とされるか、または、任意の鋳造法により鋼塊とした後に分塊圧延する方法等により
鋼片とされる。連続鋳造工程では、介在物に起因する表面欠陥の発生を抑制するために、
鋳型内にて電磁攪拌等の外部付加的な流動を溶鋼に生じさせることが好ましい。鋼塊また
は鋼片は、一旦冷却されたものを再加熱して熱間圧延に供してもよく、連続鋳造後の高温
状態にある鋼塊または分塊圧延後の高温状態にある鋼片をそのまま、あるいは保温して、
あるいは補助的な加熱を行って熱間圧延に供してもよい。本明細書では、このような鋼塊
および鋼片を、熱間圧延の素材として「スラブ」と総称する。熱間圧延に供するスラブの
温度は、オーステナイトの粗大化を防止するために、１２５０℃未満とすることが好まし
く、１２００℃以下とすればさらに好ましい。熱間圧延に供するスラブの温度の下限は特
に限定する必要はなく、後述するように熱間圧延をＡｒ３点以上で完了することが可能な
温度であればよい。
【００４８】
　熱間圧延は、圧延完了後にオーステナイトを変態させることにより熱延鋼板の組織を微
細化するために、Ａｒ３点以上の温度域で完了させる。圧延完了の温度が低いと、熱延鋼
板の集合組織が発達し、冷間圧延および焼鈍後における伸びフランジ性が劣化する。この
ため、熱間圧延は（Ａｒ３点＋２０℃）以上の温度で完了することが好ましい。（Ａｒ３

点＋３０℃）以上の温度で完了することがさらに好ましい。また、熱間圧延の温度が低す
ぎると、圧延荷重が増大して圧延が困難となるため、熱間圧延を７８０℃以上で完了する
ことが好ましく、８００℃以上で完了することがさらに好ましい。
【００４９】
　なお、熱間圧延が粗圧延と仕上圧延とからなる場合には、仕上圧延を上記温度で完了す
るために、粗圧延と仕上圧延との間で粗圧延材を加熱してもよい。この際、粗圧延材の後
端が先端よりも高温となるように加熱することにより仕上圧延の開始時における粗圧延材
の全長にわたる温度の変動を１４０℃以下に抑制することが望ましい。これにより、コイ
ル内の製品特性の均一性が向上する。
【００５０】
　粗圧延材の加熱方法は公知の手段を用いて行えばよい。例えば、粗圧延機と仕上圧延機
との間にソレノイド式誘導加熱装置を設けておき、この誘導加熱装置の上流側における粗
圧延材長手方向の温度分布等に基づいて加熱昇温量を制御してもよい。
【００５１】
　熱間圧延の圧下量は、オーステナイトに導入される加工歪み量を増大し、熱延鋼板の組
織微細化を促進するために、高いほど好ましい。しかし、圧下量が高くなりすぎると、圧
延荷重が増大して圧延が困難となる。したがって、熱間圧延の最終１パスの圧下量を板厚
減少率で１５％超５０％未満とすることが好ましく、２０％超４０％未満とするとさらに
好ましい。
【００５２】
　熱間圧延後は、圧延完了後０．４秒間以内に７２０℃以下の温度域まで急冷する。これ
は、圧延によりオーステナイトに導入された加工歪みの解放を抑制し、加工歪みを駆動力
としてオーステナイトを変態させ、熱延鋼板の組織を微細化し、冷間圧延および焼鈍後に
おける延性および伸びフランジ性を向上させるためである。好ましくは、圧延完了後０．
３秒間以内に７２０℃以下の温度域まで急冷することであり、さらに好ましくは、圧延完
了後０．２秒間以内に７２０℃以下の温度域まで急冷することである。また、加工歪みの
解放は、急冷中の平均冷却速度が速いほど抑制されるので、急冷中の平均冷却速度を４０
０℃／ｓ以上とすることが好ましく、これにより、熱延鋼板の組織を一層微細化すること
ができる。急冷中の平均冷却速度を５００℃／ｓ以上とすればさらに好ましく、７００℃
／ｓ以上とすれば特に好ましい。なお、圧延完了から急冷を開始するまでの時間および、
その間の冷却速度は、特に規定する必要がない。
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【００５３】
　急冷を行う設備は特に規定されないが、工業的には水量密度の高い水スプレー装置を用
いることが好適であり、圧延板搬送ローラーの間に水スプレーヘッダーを配置し、圧延板
の上下から十分な水量密度の高圧水を噴射する方法が例示される。
【００５４】
　急冷停止後は、鋼板を４００℃以上の温度域で巻取る。これは、巻取温度が４００℃を
下回ると、熱延鋼板中に鉄炭化物が十分に析出せず、焼鈍工程でオーステナイトが粗大化
し、冷間圧延および焼鈍後における延性および伸びフランジ性が損なわれるからである。
巻取温度は５００℃超であることが好ましく、５５０℃超であるとさらに好ましく、６０
０℃以上であると特に好ましい。一方、巻取温度が高すぎると、スケール生成による歩留
まりの低下が顕著となる。このため、巻取温度は７００℃未満とすることが好ましい。
【００５５】
　急冷停止から巻取りまでの条件は特に規定しないが、急冷停止後、７２０～６００℃の
温度域で１秒間以上保持することが好ましい。これにより、微細なフェライトの生成が促
進される。一方、保持時間が長くなりすぎると生産性が損なわれるので、７２０～６００
℃の温度域における保持時間は１０秒間以内とすることが好ましい。７２０～６００℃の
温度域で保持した後は、生成したフェライトの粗大化を防止するために、巻取温度まで２
０℃／ｓ以上の冷却速度で冷却することが好ましい。
【００５６】
　以上のようにして製造された熱延鋼板は、微細なフェライトを主体とし鉄炭化物を含む
金属組織を有する。焼鈍中のオーステナイトの粗大化をより抑制し、冷延鋼板の延性およ
び伸びフランジ性をさらに向上させるためには、熱延鋼板におけるフェライトの平均結晶
粒径を３．０μｍ以下とすることが好ましく、２．０μｍ以下とするとさらに好ましい。
【００５７】
　熱間圧延された鋼板は、酸洗等により脱スケールされた後に、常法に従って冷間圧延さ
れる。冷間圧延は、再結晶を促進して冷延鋼板の金属組織を均一化し、伸びフランジ性を
向上させるために、冷圧率を４０％以上とすることが好ましい。冷圧率が高すぎると、圧
延荷重が増大して圧延が困難となるため、冷圧率は７０％未満とすることが好ましく、６
０％未満とすることはさらに好ましい。
【００５８】
　冷間圧延後の鋼板は、必要に応じて公知の方法に従って脱脂等の処理が施された後、焼
鈍される。焼鈍における均熱温度は、（Ａｃ３点－４０℃）以上とする。これは、冷延鋼
板のフェライトを細粒化し、延性および伸びフランジ性を向上させるためである。均熱温
度は（Ａｃ３点－２０℃）超とすることが好ましく、Ａｃ３点超とするとさらに好ましい
。しかしながら、均熱温度が高くなり過ぎると、均熱中にオーステナイトが過度に粗大化
して延性および伸びフランジ性が劣化する。このため、均熱温度は（Ａｃ３点＋１００℃
）未満とすることが好ましく、（Ａｃ３点＋５０℃）未満とするとさらに好ましい。
【００５９】
　フェライトの体積率を増加させ、延性および伸びフランジ性をさらに向上させるには、
均熱後、１０℃／ｓ未満の冷却速度で均熱温度から５０℃以上冷却するのが良い。前記均
熱後の冷却速度は、５．０℃／ｓ未満とすることが好ましく、３．０℃／ｓ未満とするこ
とがさらに好ましく、２．０℃／ｓ未満とすることが特に好ましい。
【００６０】
　また、フェライトの体積率をさらに増加させるには、均熱後、１０℃／ｓ未満の冷却速
度で均熱温度から８０℃以上冷却することが好ましく、１００℃以上冷却することがさら
に好ましく、１２０℃以上冷却することが特に好ましい。
【００６１】
　低温変態生成相を得るために、６５０～４５０℃の温度範囲を１５℃／ｓ以上２００℃
／ｓ以下の冷却速度で冷却することが好ましい。さらに好ましい冷却速度は３０℃／ｓ超
１５０℃／ｓ未満であり、特に好ましい冷却速度は５０℃／ｓ超１３０℃／ｓ未満である
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。また、冷延鋼板の金属組織を調整するために、４５０～２００℃の温度域で６０秒間以
上保持しても良い。引張強度を高めるためには、保持温度は４００℃以下とすることが好
ましい。一方、低温変態生成相とフェライトの硬度差を小さくし、伸びフランジ性を向上
させるためには、保持温度は３００℃以上とすることが好ましく、３５０℃以上とするこ
とはさらに好ましい。
【００６２】
　また、焼鈍における均熱温度までの加熱速度は、７００℃以上の温度域を１０℃／ｓ未
満とすることが好ましい。均熱温度到達までの加熱速度が速すぎると冷延鋼板の金属組織
が不均一となり、伸びフランジ性の劣化を招くおそれがある。
【００６３】
　めっき鋼板を製造する場合には、上述した方法で製造された冷延鋼板に、常法に従って
電気めっきや溶融めっきを行えばよく、めっき方法やめっき被膜の化学組成、めっき後の
合金化処理の有無には限定されない。電気めっきとしては、電気亜鉛めっき、電気Ｚｎ－
Ｎｉ合金めっき等が例示される。溶融めっきとしては、溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛
めっき、溶融アルミニウムめっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ合金めっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合
金めっき、溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ合金めっき等が例示される。
【００６４】
　なお、溶融亜鉛めっき鋼板を製造する場合には、上述した方法で冷間圧延まで行い、（
Ａｃ３点－４０℃）以上の温度で均熱した後、１０℃／ｓ未満の冷却速度で５０℃以上冷
却し、ついで６００～４６０℃の温度域のある温度まで４℃／ｓ以上の冷却速度で冷却し
、この温度域で１０秒間以上保持してから溶融亜鉛めっきを施すことが好ましい。これに
より、低温変態生成相が得られやすくなる。また、塗装後の耐食性を向上させるために、
溶融亜鉛めっき後再加熱して合金化処理することが好ましい。
【００６５】
　このようにして得られた冷延鋼板およびめっき鋼板には、常法にしたがって調質圧延を
行ってもよい。しかし、調質圧延の伸び率が高いと延性の劣化を招く。そこで、調質圧延
の伸び率は１．０％以下とすることが好ましい。さらに好ましい伸び率は０．５％以下で
ある。
【実施例】
【００６６】
　本発明を、実施例を参照しながらより具体的に説明する。
　実験用真空溶解炉を用いて、表１に示される化学組成を有する鋼を溶解し鋳造した。こ
れらの鋼塊を、熱間鍛造により厚さ３０ｍｍの鋼片とした。鋼片を、電気加熱炉を用いて
１２００℃に加熱し６０分間保持した後、表２に示される条件で熱間圧延を行った。
【００６７】
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【表１】

【００６８】
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　具体的には、実験用熱間圧延機を用いて、Ａｒ３点以上の温度域で６パスの圧延を行い
、厚さ２ｍｍに仕上げた。最終１パスの圧下率は、板厚減少率で２２％とした。熱間圧延
後、水スプレーを使用して種々の冷却条件で６５０～６８０℃まで冷却し、６～１０秒間
放冷した後、６０℃／ｓの冷却速度で種々の温度まで冷却してこれを巻取温度とし、同温
度に保持された電気加熱炉中に装入して３０分間保持した後、２０℃／ｈの冷却速度で室
温まで炉冷却して巻取後の徐冷をシミュレートした。
【００６９】
　得られた鋼板を酸洗して冷間圧延母材とし、圧下率５０％で冷間圧延を施し、厚さ１．
０ｍｍの冷延鋼板を得た。連続焼鈍シミュレーターを用いて、得られた冷延鋼板を、１０
℃／ｓの加熱速度で５５０℃まで加熱した後、２℃／ｓの加熱速度で表２に示される種々
の温度まで加熱して９５秒間保持する均熱処理を施し、その後、表２に示される種々の温
度まで一次冷却し、さらに７００℃からの平均冷却速度を６０℃／ｓとして表２に示され
る種々の温度まで二次冷却し、その温度に３３０秒間保持した後、室温まで冷却する焼鈍
を施した。
【００７０】
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【表２】

【００７１】
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　得られた熱延鋼板から、ＳＥＭ観察用試験片を採取し、圧延方向に平行な縦断面を研磨
した後、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における金属組織を観察し、画像処理により
、フェライトの平均結晶粒径を測定した。
【００７２】
　また、上記焼鈍を施した冷延鋼板から、ＳＥＭ観察用試験片を採取し、圧延方向に平行
な縦断面を研磨した後、鋼板表面から板厚の１／４深さ位置における金属組織を観察し、
画像処理により、フェライトと低温変態生成相の体積分率および、フェライトの平均結晶
粒径を測定した。また、Ｘ線回折用試験片を採取し、Ｘ線回折により、鋼板表面から板厚
の１／４深さ位置における残留オーステナイト量を測定した。
【００７３】
　降伏応力（ＹＳ）、引張強度（ＴＳ）および全伸び（Ｅｌ）は、上記焼鈍を施した冷延
鋼板から、圧延方向に沿ってＪＩＳ５号引張試験片を採取し、引張試験を行うことにより
求めた。
【００７４】
　伸びフランジ性は、以下の方法で穴拡げ率（λ）を測定することにより評価した。上記
焼鈍を施した冷延鋼板から１００ｍｍ角の正方形素板を採取し、クリアランス１２．５％
で直径１０ｍｍの打ち抜き穴を開け、先端角６０°の円錐ポンチでダレ側から打ち抜き穴
を押し拡げ、板厚を貫通する割れが発生したときの穴の拡大率を測定し、これを穴拡げ率
とした。
【００７５】
　表３に冷延鋼板の金属組織観察結果および性能評価結果を示す。
【００７６】
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【表３】

【００７７】
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　本発明が規定する範囲内の鋼板についての試験結果（試番１、２、５、８、９、１１～
１５）は、いずれも、ＴＳ２×Ｅｌ×λの値が８．７×１０８ＭＰａ２％２以上であり、
良好な延性および伸びフランジ性を示した。均熱後に１０℃未満の冷却速度で５０℃以上
冷却した試験結果（試番１、５、８、９、１３～１５）は、いずれも、ＴＳ２×Ｅｌ×λ
の値が９．５×１０８ＭＰａ２％２以上であり、特に良好な延性および伸びフランジ性を
示した。
【００７８】
　鋼組成または製造方法が、本発明の規定する範囲から外れる鋼板についての試験結果（
試番３、４、６、７、１０）は、いずれも、ＴＳ２×Ｅｌ×λの値が６．８×１０８ＭＰ
ａ２％２以下であり、延性および伸びフランジ性が劣っていた。
【００７９】
　具体的には、鋼Ａを用いた試験（試番３）および鋼Ｂを用いた試験（試番６）は、熱間
圧延完了から急冷停止までの時間が長すぎるために、冷延鋼板のフェライトが粗大であり
、延性および伸びフランジ性が悪い。鋼Ａを用いた試験（試番４）は、焼鈍中の均熱温度
が低すぎるために、冷延鋼板のフェライトが粗大であり、延性および伸びフランジ性が悪
い。鋼Ｂを用いた試験（試番７）は、巻取温度が低すぎるために、冷延鋼板のフェライト
が粗大であり、延性および伸びフランジ性が悪い。鋼Ｅを用いた試験（試番１０）は、鋼
中のＳｉ含有量が少ないために、冷延鋼板のフェライトが粗大であり、延性および伸びフ
ランジ性が悪い。
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